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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】耐風圧性能が高くて外観の体裁もよく、施工手
間がかからずに工期短縮も図れるガラス手摺を提供する
。
【解決手段】支柱１は、その外側面の中間位置にブラケ
ット７と、外側面の下部に下枠取付部８を有する。笠木
２の下端面と、下枠３の上端面には、長手方向に連続す
る凹溝２ａ，３ａが夫々設けてある。ガラスパネル部４
は、ガラス板１２と、左右端部に取り付ける竪枠１３と
を有し、竪枠１３は、ガラス板１２の左右側端面から内
側面に回り込んで、ガラス板１２の左右側端部内側のコ
ーナー部Ｒを囲む略Ｌ字状をなし、ガラス板１２の内側
面との間に弾性を有する構造シール部を介在して取り付
けてあり、ガラス板１２は、その上下端部の夫々に、笠
木２または下枠２の凹溝２ａ，３ａに嵌合挿入し且つ凹
溝２ａ、３ａに対する挿入側を底部とする略Ｕ字状をな
すグレージングチャンネル部１４，１８を取り付けてあ
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内外を隔てる位置に起立する支柱と、笠木と、下枠と、ガラスパネル部とを備えており
、
　支柱は、その外側面の中間位置にブラケットを有すると共に、外側面の下部に下枠取付
部を有しており、笠木の下端面と、その笠木の下端面と上下に対向する下枠の上端面には
、長手方向に連続する凹溝が夫々設けてあり、
　ガラスパネル部は、ガラス板と、ガラス板の左右端部に取り付ける竪枠とを有しており
、竪枠は、ガラス板の左右側端面から内側面に回り込んで、ガラス板の左右側端部内側の
コーナー部を囲む略Ｌ字状をなすと共に、ガラス板の内側面との間に弾性を有する構造シ
ール部を介在して取り付けてあり、
　ガラス板は、その上下端部の夫々に、笠木または下枠の凹溝に嵌合挿入し且つ凹溝に対
する挿入側を底部とする略Ｕ字状をなすグレージングチャンネル部を取り付けてあること
を特徴とする手摺。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、階段やベランダ、フェンス、スロープ、廊下等に取り付ける手摺に関するも
のであり、特に支柱間にガラスパネルを取り付ける態様の手摺に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　建物外観の多様化から、バルコニーや階段手摺の柵としてガラスパネル部を採用するも
のがあり、このような手摺は、施工手順の一例として、支柱から持ち出すブラケットを介
して枠体を取り付けた後、その枠体内にガラス板を挿入し、ガラス板と枠体との隙間をコ
ーキングするものであった。さらに、前記のものよりも工期を短縮するために、あらかじ
め組み立て済みのガラスパネル部を現場に搬送し、ブラケットを介して支柱に取り付ける
ものもあった。
【特許文献１】特開２００６－３７５８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、あらかじめ組み立てられたガラスパネル部により工期短縮を図れたとし
ても、ガラスパネル部を支柱から支持しているブラケットがガラス板を通して屋外から見
えてしまい、このことから外観の体裁が損なわれる問題点があった。また、ガラスパネル
部を採用した手摺は一般に、耐風圧性能に難があり、風圧に対する脆弱さを解消できる手
摺の登場が待たれていた。
　本発明は以上に述べた実情に鑑み、耐風圧性能が高くて外観の体裁もよく、施工手間が
かからずに工期短縮も図れるガラス手摺を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、内外を隔置に起立する支柱と、笠木と、下枠と、ガラスパネル部とを備えて
おり、支柱は、その外側面の中間位置にブラケットを有すると共に、外側面の下部に下枠
取付部を有しており、笠木の下端面と、その笠木の下端面と上下に対向する下枠の上端面
には、長手方向に連続する凹溝が夫々設けてあり、ガラスパネル部は、ガラス板と、ガラ
ス板の左右端部に取り付ける竪枠とを有しており、竪枠は、ガラス板の左右側端面から内
側面に回り込んで、ガラス板の左右側端部内側のコーナー部を囲む略Ｌ字状をなすと共に
、ガラス板の内側面との間に弾性を有する構造シール部を介在して取り付けてあり、ガラ
ス板は、その上下端部の夫々に、笠木または下枠の凹溝に嵌合挿入し且つ凹溝に対する挿
入側を底部とする略Ｕ字状をなすグレージングチャンネル部を取り付けてあることを特徴
とする。
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【発明の効果】
【０００５】
　本発明によれば、ガラスパネル部の上下端部に略Ｕ字状をなすグレージングチャンネル
部を有していることにより、ガラスパネル部を笠木と下枠に設けた凹溝に挿入し且つ嵌合
することで、ガラスパネル部と笠木及び下枠が一体的なものとなり、さらに、ガラス板の
外から取付金具など、左右の竪枠からの支持手段の類が見えない構造となるので、建物外
観の体裁が一層向上する。また、ガラスパネル部は、笠木と下枠に対してグレージングチ
ャンネル部を介して簡単に嵌めこむことができるので、手摺の施工が一層容易となる。さ
らに、ガラス板を上下のグレージングチャンネル部と左右の竪枠により四方から支持して
あることから、耐風圧性能が高く、しかも、耐風圧許容面積がガラス板を四辺支持するも
のとして計算できるため、ガラス板のコスト抑制を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　以下、本発明の手摺をバルコニー用としたときの実施形態を図面に基づいて説明する。
　図１は、本発明の手摺の全体を示す縦断面した側面図であり、図２は、図１中Ａを拡大
して示す笠木を中心とした縦断面図であり、図３は、図１中Ｂを拡大して示す下枠を中心
とした縦断面図であり、図４は、支柱とガラスパネルの取付状態を示す横断面図であり、
図５（ａ）～（ｅ）は、各々本実施による手摺の施工手順を示す簡略化した側面図である
。
【０００７】
　本手摺は、図１のように、バルコニーの土台Ｇに取り付けるものであり、支柱１と笠木
２と下枠３とガラスパネル部４とからなっている。笠木２は、縦断面が横長略矩形状をな
す中空押出部材であり、その下端面には、笠木２の長手方向に沿って下向き略凹状をなす
凹溝２ａが設けてある。支柱１は、バルコニーの土台Ｇから垂直に起立するものであり、
図示は省略するが、土台Ｇの左右方向に間隔をあけて複数本起立している。また、支柱１
の上端部には、先端部が外側に向けて張り出した状態で目板５が締付ネジ６ａにより取り
付けてある。また、支柱１の外側面には、図４のように、上下に長い断面略Ｔ字状のブラ
ケット７が締付ネジ６ｂで取り付けてある。さらに、支柱１の屋外側面下部には、支柱１
に沿って略垂直な取付片８ａと、この取付片８ａ下端から屋外側に向けて水平に突出した
下枠受片８ｂとからなる断面略Ｌ字状をなす下枠取付部８を締付ネジ６ｃで取り付けてあ
る。下枠３は、補強材９を介して下枠受片８ｂの上面に締付ネジ６ｄで取り付けてあり、
上面に凹溝３ａを有する略凹状をなしている。
【０００８】
　ガラスパネル部４は、図１及び図２のように、ガラス板１２と、ガラス板１２の左右端
部に取り付ける竪枠１３と、ガラス板１２の上下端部に取り付けるグレージングチャンネ
ル部１４，１８とから構成するものである。具体的に本実施によるガラスパネル部４は、
ＳＳＧ（ストラクチュラル・シーラント・グレーシング）と称される、ガラスパネル部４
を屋外側から見たときに、取付金具など、ガラス板１２の各種支持手段の類がガラス板１
２の屋外側面に一切設けられない構造をなすものである。そして、左右の竪枠１３は、ガ
ラス板１２の左右側端面に対面する見込片１３ａと、この見込片１３ａの内側端部から左
右方向に延びてガラス板１２の内側面と対面する見付片１３ｂとから略Ｌ字状をなしてお
り、これにより、ガラス板１２の左右側端部内側のコーナー部Ｒを略Ｌ字状に囲むもので
ある。また、竪枠１３の見付片１３ｂとガラス板１２の内側面との間には、左右に並列に
配置したサーマルボンド部１６と構造シール部１７が介在しており、まず、サーマルボン
ド部１６は、低融点繊維を熱で溶かして繊維同士を溶着することでシート状に成形したも
のであり、構造シール部１７は、シリコンを素材として弾性を有するものであり、耐候性
や耐熱性、接着性などに優れたものである。そして、上記サーマルボンド部１６と構造シ
ール部１７がガラス板１２の内側面と竪枠１３の見付片１３ｂとの間に介在することで、
屋外側にガラス板１２を支持する手段を設けなくても十分な耐風圧性能を発揮できる構成
となっている。
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　尚、本実施による手摺では、図４のように、竪枠１３は、持出し部２０を介してブラケ
ット７に取り付けてあり、竪枠１３と持出し部２０とは夫々の係合部１９ａと被係合部１
９ｂによって係合してある。また、竪枠１３の見込片１３ａがガラス板１２の左右側端面
に当接していることで、ガラス板１２の内側から構造シール部１７を当接するのみの一般
的なＳＳＧガラスパネルよりも耐久性の高い構造となる。
【０００９】
　グレージングチャンネル部１４，１８は、図１～図３を参照すれば、ガラス板１２の上
下端部における内側面、上下端部、外側面の三方を覆う略Ｕ字状をなすものであり、ガラ
ス板１２上下端部の内外両側面を覆う両側壁１４ａ，１４ａ，１８ａ，１８ａにおけるガ
ラス板１２上下端部の呑込み口側の端部に、笠木２もしくは下枠３の凹溝２ａ，３ａ内に
係止する係止部１４ｂ，１８ｂを有している。また、上下のグレージングチャンネル部１
４，１８の呑込み口側端部のガラス板１２と当接する箇所には、複数のヒダ１４ｃ，１８
ｃを有しており、これは、ガラス板１２のグレージングチャンネル部１４，１８からの抜
け止めの他、風圧でガラス板１２が湾曲変形したり、あるいは支柱１から伝達する振動な
どを緩衝する役割を果たしている。
【００１０】
　次に、本手摺の施工手順を以下に説明する。
　図５（ａ）にように、第１の手順として、バルコニーの土台Ｇ上面に支柱１を起立し、
支柱１の外側面下部に下枠取付部８と下枠３を取り付ける。第２の手順として、図５（ｂ
）のように、ガラスパネル部４の下端側に有するグレージングチャンネル部１８を下枠３
の凹溝３ａに挿入する。第３の手順として、図５（ｃ）のように、ガラスパネル部４の竪
枠１３と係合してある持出し部２０と支柱１のブラケット７及び竪枠１３の上端面と支柱
１の目板５先端部とを夫々締付ネジ６ｂ，６ｅで固定する。第四の手順として、図５（ｄ
）のように、笠木２の凹溝２ａをガラスパネル部４上端部に有するグレージングチャンネ
ル部１４に挿入し、笠木２を目板５の上に載置する。最後の手順として、図５（ｅ）のよ
うに、笠木２と目板５を締付ネジ６ａで上下に固定して本実施による手摺が完成する。
【００１１】
　本発明の手摺の笠木２や下枠３の形状は、支柱１に取り付けたときに、夫々の凹溝２ａ
，３ａが上下に対向する位置にくるものであれば、特に限定するものではない。また、竪
枠１３は、ガラス板１２の左右端部内側のコーナー部Ｒを略Ｌ字状に囲む構成部分を有し
ていれば、上記実施形態の持出し部２０と一体の構成をなすものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施による手摺をバルコニーに取り付けたときの縦断面した側面図である。
【図２】笠木の傾斜角度を変更したときの取り付け状態を示す分解斜視図である。
【図３】図１中Ａを拡大して示す笠木とガラスパネル部との取付状態の縦断面図である。
【図４】図１中Ｂを拡大して示す下枠とガラスパネル部との取付状態の縦断面図である。
【図５（ａ）（ｂ）（ｃ）（ｄ）（ｅ）】本実施による手摺の施工手順を示す簡略化した
縦断面図である。
【符号の説明】
【００１３】
　　１　支柱
　　２　笠木
　　３　下枠
　　４　ガラスパネル部
　　１２　ガラス板
　　１３　竪枠
　　１４，１８　グレージングチャンネル部
　　Ｒ　コーナー部
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５（ａ）（ｂ）（ｃ）（ｄ）（ｅ）】
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